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第 10 回 SIP 自動運転 推進委員会 議事概要 
 

１．日 時 令和２年６月３日（水） 10：00～11：30 

 

２．場 所 ウェブ会議 

 

３．出席者 （敬称略） 

 (議長)葛巻 清吾 プログラムディレクター 

 (SPD）有本 建男 政策研究大学院大学 客員教授  

         科学技術振興機構 研究開発戦略センター 上席フェロー 

(SPD）白𡈽𡈽 良太 日産自動車株式会社 法規・認証部 ｱﾗｲｱﾝｽ技術渉外ｸﾞﾙｰﾌﾟ  

ｼﾆｱｴﾝｼﾞﾆｱ 

 (SPD) 杉本 洋一 先進技術研究所 ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾁｰﾌｴﾝｼﾞﾆｱ 

 朝倉 康夫     東京工業大学 大学院 土木・環境工学系 教授 

天野  肇      ＩＴＳ Ｊａｐａｎ 専務理事 

石井 昌道     モータージャーナリスト 

岩貞 るみこ    自動車ジャーナリスト 

大口 敬      東京大学 生産技術研究所 人間・社会系部門 教授 

加藤 晋        産業技術総合研究所 首席研究員 

河合 英直     自動運転基準化研究所 所長 

(自動車技術総合機構 交通安全環境研究所 自動車安全研究部長) 

教野 秀樹        日本自動車部品工業会 （住友電気工業(株) 主幹）  

小出 啓介          電子情報技術産業協会 ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ株式会社  

車載事業部 ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞ戦略部 国際標準化戦略室室長 

高柴 久則        スズキ株式会社 常務役員 四輪電気・電子技術エリア長 

永井 正夫        日本自動車研究所 代表理事・研究所長  

松井 房樹          電波産業会 専務理事 

横山 利夫        本田技研工業株式会社 四輪事業本部 電子制御開発統括部 

ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾁｰﾌｴﾝｼﾞﾆｱ 

 

平井 淳生        内閣官房 情報通信技術総合戦略室参事官 

高水 紀美彦        警察庁 長官官房参事官 

   （代理：藤本補佐） 

五十嵐 大和        総務省 総合通信基盤局 新世代移動通信システム推進室室長 

植木 健司        経済産業省 製造産業局 自動車課  

ＩＴＳ・自動走行推進室 室長 
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西川 昌宏          国土交通省 道路局 道路交通管理課ＩＴＳ推進室室長  

平澤 崇裕        国土交通省 自動車局 技術政策課 国際業務室 室長 

 

オブザーバー 

渡邉 淳           文部科学省 科学技術・学術政策局 研究開発基盤課長 

                   (代理：内藤係長) 

高野 豪       東京都 都民安全推進本部 治安対策担当部長（代理：吉田課長） 

岡 紳一郎       日本自動車工業会 技術統括部長           

 

管理法人 

弓取 修二       新エネルギー・産業技術総合開発機構 ロボット・AI部長 

          （代理：林統括研究員） 

 

説明者 

梅田 学      東京大学 モビリティーイノベーション連携研究機構 

（国際連携WG 副主査） 

小川 伯文     マツダ株式会社 Ｒ＆Ｄ技術管理本部 開発調査部 主幹 

          （協調型自動運転通信方式検討TF 主査） 

 

事務局等 

十時 憲司       内閣府 大臣官房審議官(科学技術・イノベーション担当) 

垣見 直彦       内閣府 政策統括官(科学技術・イノベーション担当)付 参事官 

古賀 康之       内閣府 政策統括官(科学技術・イノベーション担当)付 参事官 

田中 俊和       内閣府 政策統括官(科学技術・イノベーション担当)付  

上席政策調査員 

 

４．議題 

４．１．研究開発計画 2020 改定 

 ガバニングボード承認報告 

４．２．研究開発活動概況 

（１）ＩＣＴ業界等との協調（通信） 

（２）知財戦略の再構築 

（３）日独連携、日ＥＵ連携 

４．３．新型コロナウイルス感染症対応による影響概況 

    アンケートによる各施策の取組み概況 

４．４．実証実験・イベント等の見直し 
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（１）東京臨海部実証実験 

（２）社会的受容性の醸成 

（３）SIP-adus WS の開催 

４．５．官民 ITS 構想・ロードマップ 2020（案）の概要 

４．６．規制改革・制度整備 動向 

「自動運行装置の安全基準等の策定等」について 

４．７．SIP 自動運転 今後のスケジュール等 

 

５．配布資料 

推委 10-１ 研究開発計画 2020 改定 【非公開資料】 

推委 10-２-１ 協調型自動運転通信方式 TF の状況 【非公開資料】 

推委 10-２-２ 知財戦略の再構築の推進状況進状況 【非公開資料】 

推委 10-２-３ 日独連携、日ＥＵ連携の推進状況 【非公開資料】 

推委 10-３ 新型コロナウイルス感染防止対策に関する対応状況 【非公開資料】 

推委 10-４-１ 東京臨海部実証実験の見直し 【非公開資料】 

推委 10-４-２ 社会的受容性の醸成の取組 【非公開資料】 

推委 10-４-３ SIP-adus WS の開催に向けた取組 【非公開資料】 

推委 10-５ 報道資料「自動運転車に関する安全基準を策定しました！」【公開資料】 

推委 10-６ SIP 自動運転 今後のスケジュール等 【非公開資料】 

参考資料１ 2020 年度施策一覧 【公開資料】 

参考資料２ 推進委員会等名簿 【公開資料】 

参考資料３ 開催スケジュール 【非公開資料】 

（別添）研究開発計画 2020 改定版 【公開資料】 

 

６．議事概要【非公開部】 

1) 研究開発計画2020改定 

Ø 資料【推委10-１】に基づき、内閣府から改訂された研究開発計画の概要が報告され

た。 

2) 研究開発活動概況 

Ø 資料【推委10-２-１】に基づき、ICT業界等との協調として、協調型自動運転通信方

式TFの取組の紹介が小川主査からなされ、関係機関との連携について議論がなされ

た。また、資料【推委10-２-２】に基づき、内閣府から知財戦略の取組について紹

介がなされた。更に、資料【推委10-２-３】に基づき、梅田国際連携コーディネー

ターから、日独、日EU連携の進捗について報告がなされ、進展の周知に関し議論が

なされた。 

3) 新型コロナウイルス感染症対応による影響概況 

Ø 資料【推委10-３】に基づき、NEDOよりアンケートによる各施策への影響の概況につ

いて報告がなされた。 
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4) 実証実験・イベント等の見直し 

Ø 3）の報告を受けて、資料【推委10-４-１】に基づき、南方リーダーから東京臨海部

実証実験の見直しについて報告がなされ、実験環境の変化や、実施計画につき議論

がなされた。また、資料【推委10-４-２】に基づき、内閣府から社会的受用性醸成

の取組における、イベントの実施時期や、発信の方法の見直しについて報告がなさ

れ、議論がなされた。更に、資料【推委10-４-３】に基づき、NEDOからSIP-adus Workshop

の開催方法の見直しについて報告がなされ、他の国際会議の動向の情報含め議論が

なされた。 

5) 官民ITS構想・ロードマップ2020（案）の概要 

Ø 表示された資料に基づき、内閣官房から、首記ロードマップの策定の進捗と現状で

の内容につき説明がなされた。 

6) 規制改革・制度整備 動向 

Ø 資料【推委10-５】に基づき、国土交通省から、自動運行装置等の安全基準等の策定

につき紹介がなされ、外部表示方法等につき議論がなされた。 

7) SIP自動運転 今後のスケジュール等 

Ø 資料【推委10-６】に基づき、内閣府から今後のスケジュールにつき説明がなされた。 

 

７．その他 

次回（第11回）は、9月2日(水) 10:00～11:30 ＠中央合同庁舎８号館６階 ６２３会議室も

しくはWeb会議を予定 

 



5 

 

６．議事録  

午前１０時００分 開会 

○事務局 おはようございます。事務局でございます。 

 本日はＳＩＰ自動運転推進委員会に御参加いただきありがとうございます。 

 開会に先立ちまして、会議の注意点を幾つか御説明させていただきます。まず、カメラ

については常時オフということでお願いいたします。マイクにつきましては、発言時以外

についてはオフにしていただくようにお願いいたします。会議の途中、質疑等ございます

場合は、チャットで若しくは発言にて意思表示をしていただければ、こちらの方で御指名

という形でさせていただくことになりますので、よろしくお願いいたします。 

 では、開会に先立ちまして、内閣府十時審議官より御挨拶の方をさせていただきます。

十時審議官、よろしくお願いいたします。 

○十時審議官 内閣府担当審議官の十時でございます。皆さん聞こえていますでしょうか。

ちょうど今Ｔｅａｍｓの方に入ってまいりましたので状況がつかめていないんですけれど

も、日頃よりＳＩＰ自動運転の推進に御協力を賜りましてありがとうございます。推進委

員会の開会に当たりまして一言御挨拶申し上げます。 

 本日はウェブ会議でありますけれども、皆様に御参加いただきましてありがとうござい

ます。 

 前回３月４日の会合では、道路交通ワーキングとの合同開催で、ガバニングボードから

の指摘を踏まえた研究開発計画の見直しについての方針など、重要な御議論を頂いたとこ

ろです。その後、新型コロナの影響を受けまして３月下旬に東京オリ・パラ大会の延期が

決まりまして、４月７日には緊急事態宣言が発出されるに至りました。ＳＩＰ自動運転に

おきましても、緊急事態宣言の発出を受けまして東京臨海部の実証実験を一時中断し、自

工会と連携して７月に計画していた試乗会、展示イベントについても延期をし、ワーキン

ググループ等も全てウェブ開催に変更するなど、様々な影響を受けているところでござい

ます。また、自動運転に関する国際会議やイベントの中止・延期が相次いでおりまして、

国際的な連携活動も難しくなっている状況です。 

 こうした状況ではございますけれども、研究開発計画の改定につきましては、ワーキン

ググループにおいても議論を進めて、関係の皆様から頂いた御意見を踏まえ、５月１４日

付けでガバニングボードの承認を得たところでございます。皆様方からも様々な御助言等

を頂きましてありがとうございました。引き続き葛巻ＰＤのリーダーシップの下で、研究

開発計画に沿ってプロジェクトを進めていただきたいと考えております。 

 ５月２５日に緊急事態宣言が全国で解除となりましたけれども、新型コロナは収束した

わけではなく、引き続き感染症対策が必要であります。私どもとしては、ウィズコロナあ

るいは新たな日常の構築に向けて科学技術の重要性が指摘される中、総理からも、デジタ

ル化・リモート化、ＡＩ、ロボット等の社会課題解決に資する研究開発投資の重要性が再

認識されており、これらを強力に推進していただきたいとの発言があったことを踏まえま



6 

 

して、自動運転についてもこうしたテーマの一つとしてしっかりと前に進めてまいりたい

と考えております。既に東京臨海部実証実験は５月２６日から再開をいたしまして、その

ほかの活動も徐々に再始動をしております。日独連携、日ＥＵ連携の活動も、国際連携コ

ーディネーターが中心となって着実に進めているところであります。 

 本日の推進委員会では、東京臨海部実証実験を始めＳＩＰ自動運転に関する今後の取組

の見直し、施行された自動運転の制度改正、官民ＩＴＳ構想ロードマップ２０２０の案な

どが議事となっております。皆様も大分ウェブ会議という新たな日常に慣れてこられたと

思いますので、是非活発な御議論を頂きますようお願い申し上げて、私からの挨拶とさせ

ていただきます。本日はよろしくお願いいたします。 

○事務局 十時審議官、ありがとうございました。 

 では、ここからはプログラムディレクターの葛巻様の方に進行をお願いいたしたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

○葛巻ＰＤ 葛巻です。 

 皆さんお忙しい中出席いただきましてありがとうございます。また、十時審議官から御

挨拶を頂きましてありがとうございます。 

 今、話がありましたように、新型コロナは緊急事態宣言が解除されましたけれども、ま

た東京アラートが発出されるなど、まだまだ収束には至りません。今回、推進委員会とし

ては初めてのウェブ会議になりますけれども、皆様から積極的に御意見いただくとともに、

皆さんの表情は分かりませんので、こちらからも御指名させていただこうかなというふう

に思っております。よろしくお願いします。 

 それでは、早速ですけれども、一つ目の議題、研究開発計画２０２０改定につきまして、

内閣府の古賀リーダーより御説明よろしくお願いします。 

○古賀リーダー 内閣府の古賀でございます。本日はよろしくお願いいたします。 

 本日、まずは研究開発計画の改定ということで御説明をさせていただければと思います。

資料につきましては推進委員会の１０－１ということでございまして、「ＳＩＰ自動運転

大日程＆到達目標」と書いてあるところから御説明をさせていただきたいと思います。 

 今、冒頭でもございましたけれども、前回の推進委員会での方針を踏まえまして、研究

開発計画の具体的な中身の改定といったものを進めてまいりました。１ページ目でござい

ますけれども、こちらも昨年１２月の推進委員会でお示ししたものにつきまして、最終化

いたしましているものでございます。基本的な方向性というのは同じということでござい

ますので、説明は次のページに行きたいと思います。 

 改定のポイントということでございますけれども、基本的な考え方につきましても、前

回の推進委員会といったところで御議論いただいたものを踏まえてやっているものでござ

います。まずは推進委員会の中身といたしましては、国内外の状況として、アメリカある

いはヨーロッパにおける状況についての説明及び制度改正といったところで改正道路運送
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車両法、改正道路交通法が４月に施行したりとか、道路法の改正案といったものも本年２

月に閣議決定して審議がされているという状況についてでございます。 

 めくっていただきまして次のページでございますけれども、研究開発計画の内容の改定

ということでございますが、まず自動運転システムの開発・検証ということで、実証実験

につきましては東京臨海部実証実験といったものでございまして、東京臨海部における交

通インフラの整備及び運用を継続するということにしてございます。オリ・パラの方も延

期になりましたので、こちらに伴います日程の見直しという形で今日議論いただきますけ

れども、東京臨海部実証実験の今後の進め方についても検討すると、進めてまいりたいと

いうふうに考えております。 

 ２番でございますが、地方部等における移動・物流サービスの実証実験ということでご

ざいますけれども、自動運転サービスの地方に向けた横展開、あるいは社会実装に向けた

取組の強化といったことでございます。 

 めくっていただきましてⅡでございます。基盤技術開発でございますけれども、自動運

転分野における地理系データに係るアーキテクチャの構築というところでございまして、

ガバニングボードの指摘事項ではございますけれども、ＩＣＴ業界との協調といったもの

につきまして推進すべく、アーキテクチャに基づくデータマッチング・ポータルサイトの

充実というものを継続するという形にしてございます。このほか、車両プローブ情報を活

用した物流効率化に関する検討といったものも開始をするということにしてございます。 

 （２）でございます。交通環境情報の利活用技術ということでございますけれども、信

号情報の関係でございまして、これまではＶ２Ｉを中心とした信号情報提供の検討をして

ございましたけれども、さらにクラウド等を活用した信号情報提供といったものも、これ

までも基礎検討をしてございましたけれども、更に実証に向けた検討を続けてまいりたい

というふうに考えております。このほか車線レベルの交通環境情報の生成・提供の実証と

いったものを進めてまいるということにしてございます。 

 （３）でございます。仮想空間における安全性評価技術につきましては、これまでの経

過を踏まえまして継続して進めまして、評価試験のシミュレーションでの再現可能性とい

ったものの実証といったものを、３年度に向けて今年度いっぱい進めてまいりたいという

ふうにしてございます。 

 （４）でございますけれども、サイバーセキュリティといったものにつきましても、侵

入探知／防止というイントルージョン・デテクション・システム、ＩＤＳというものの性

能評価手法の開発に着手するとしてございます。また、協調型自動運転に関する通信方式

の検討といったものも、昨年の９月からタスクフォースを設置して進めておりまして、こ

ちらもＩＣＴ業界との連携といったものを進めていくというふうにしてございます。こち

らの方もガバニングボード指摘事項の対応といったものでございます。 

 めくっていただきまして５ページ目でございますけれども、自動運転に関する社会的受

容性の醸成ということでございます。（１）での社会的受容性の醸成につきましてもガバ
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ニングボードからの御指摘がございましたので、そちらに向けた対応した情報発信と理解

増進ということで長期戦略の策定、あるいは効果測定、評価方法の構築といったものを進

めてまいりたいと考えております。さらに、内容といたしましては自動運転の社会的な効

果、あるいはモビリティに関するニーズの可視化等を柱とした戦略を策定しているという

形にしてございます。さらに、そのほか戦略に基づきまして、マスメディア、ネット、実

証実験等と連動した双方向性を確保したイベントの継続・強化といったものも考えてござ

います。 

 （２）でございますけれども、社会的課題の解決に向けた調査研究ということでござい

ますけれども、こちらの方は社会経済インパクトの評価ですとか、交通流シミュレーショ

ンを活用した交通事故削減効果の推計等を、進めてまいりたいというふうに考えてござい

ます。 

 Ⅳ）でございます。国際連携の強化でございます。こちらもＳＩＰ－ａｄｕｓ Ｗｏｒｋ

ｓｈｏｐにつきましては開催を継続しておりますけれども、この後また御議論いただきま

すけれども、こういったコロナの環境の中でどういうふうにしていくかというようなこと

も含めて進めてまいる、あるいは海外研究機関との共同研究といったものについての推進

も進めてまいるとしてございます。さらにガバニングボード指摘事項の対応といたしまし

て、知財戦略の構築に向けた取組といったものも後ほど御説明いたしますけれども、対応

を進めてまいりたいというふうにしてございます。 

 ３番、出口戦略でございますけれども、東京オリンピック・パラリンピック競技大会に

つきましては延期ということでございますので、そういった延期を踏まえて計画を見直し

ていくということで、これも議論を頂くということでございます。具体的な御議論を頂く。

あと、データ連携を中心としたＳＩＰの他課題、ビッグデータＡＩを活用したサイバー空

間ＩоＴ基盤技術のプロジェクトですとか、あとは国家レジリエンスの強化等との連携を

強化という、ちょっと「ＩоＴ」、これ間違っていたので削除いただければと思いますけ

れども、連携を強化するという形になってございます。 

 その他、新型コロナウイルスの感染拡大状況を踏まえた柔軟な見直しというものを進め

ていくという形で、内容的には進めてございます。簡単に具体的な中身については、以降

を参考資料として付けておりますけれども、ロードマップにつきましては一昨年より進め

ておりますし、次のページで安全性評価環境の構築というところでは、産学官の連携をし

ながら、インターフェースの標準化といったものも進めてまいるというふうにしてござい

ます。 

 次のページはガバニングボード指摘事項の参考でございますし、９ページにつきまして

はアーキテクチャの構築といった形で進めているものでございます。最終ページは社会的

受容性の醸成活動ということで、こちらも具体的なスケジュール感については、また別途

御議論いただきたいと思っておりますけれども、そういったことを進めてまいるという形

でもって５月１４日付けで研究開発計画自体は改定されておりまして、別途お送りしてお
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りますけれども、本文も別添してございますので、内容についてはそこを見ていただけれ

ばと思っております。 

 説明は以上でございます。 

○葛巻ＰＤ 古賀参事官、どうもありがとうございました。 

 今の全体の進め方を通して、特にガバニングボードからの指摘事項を踏まえて、具体的

にこれから進め方というところをこの後説明いただきまして、そして皆さんに議論いただ

くという形に進めていきたいというふうに思います。 

 それでは、研究開発活動概況ということで１番目、ＩＣＴ業界との協調というところを、

協調型自動運転通信方式タスクフォースのリーダーであります小川主査からよろしくお願

いします。 

○小川オブザーバー マツダ株式会社の小川でございます。 

 これはＩＣＴ業界等との協調ということで、この協調型自動運転通信方式検討タスクフ

ォースの御紹介をするわけですが、推進委員会には１年ほど前に御紹介をしていますが、

もう１年もたちましたので、どんなことをやっているかというのを簡単に御説明をまずし

たいと思います。 

 このタスクフォースの目的は、協調型自動運転のあるべき姿と、それから実現までのロ

ードマップを描いて、国際標準も考慮しながら、オールジャパンとして最適な通信方式の

方針を固めていくというのを目的としております。具体的なアウトプットとしては、協調

型の自動運転に最適な通信方式というのを提案すると、それからもう一つは、その通信方

式をいつ導入すればいいのかというのがおおよそ分かるような将来にわたる通信方式のロ

ードマップを策定する、こういった目的あるいはゴールを設定して活動を開始しておりま

す。 

 昨年度やったことを少し御説明したいと思います。昨年度は、まず協調型自動運転の定

義というのを行いました。ちょっと１ページ戻ってもらえますか。協調型自動運転とは、

いろいろな人がいろいろなことを考えながらいろいろな活動をされていると思うんですが、

ここのタスクフォースの中でまず一つ、タスクフォース構成員の方々の方向を一致させる

という意味で、まず協調型自動運転の定義というのをやりました。この中身は、自律型の

自動運転をベースにして、車載センサー検知外の情報の入手や自車が保有する情報の提供、

それから車車間、路車間の意思疎通を通信で行うことで、より安全でスムーズな自動運転

制御を可能とするというのを、定義としてまず立てました。対象範囲は、オーナー・カー

とそれから物流・移動サービス・カー、要は道路を走っている車というのを対象にしたと

いうことでございます。この定義を明確にした上で次のステップに進んだということです。 

 次のページをお願いします。この定義を基にＳＩＰのユースケースというのを選定しま

した。２０１８年度にＳＩＰの施策の中で追従方式のユースケース調査というのをやって

おりまして、その中から本当に将来実用化に結び付くようなユースケースというのを選定

してきました。その選定の基準としては先ほどの協調型自動運転定義、この定義に基づい
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たクライテリアというのを設けましてユースケースを選定したということです。そのクラ

イテリアというのが三つありまして、車載センサー検知外の情報の入手というのが必要な

もの、これに関するユースケースというのが１６ほどあります。それから自車が保有する

情報の提供が必要なもの、これが四つほどありました。それから車車間、路車間の意思疎

通が必要なもの、これが七つあります。合計２７のユースケースを、このタスクフォース

で将来の通信を検討する上でのベースとなる基礎となるユースケースというふうに定義を

したところでございます。 

 次のページをお願いします。これから２０年度の活動計画でございます。先ほどのＩＣ

Ｔ業界との協調ということなんですが、これからユースケースを実現するための技術要件、

それから通信要件というのをまとめていくことになります。それをやる上で必要な専門家

の方々に、このタスクフォースに参画していただきたいというふうに考えています。下の

点線の四角を見ていただきたいんですけれども、タスクフォースの体制を今から拡充して

いくということです。一つ目は、通信技術関係団体の方々に入っていただきたいというふ

うに考えています。具体的には電波産業会あるいはＩＴＳ情報通信システム推進会議の専

門家の方、それから電子情報技術産業協会、いわゆるＪＥＩＴＡさんですね。そちらの方

から通信の専門家の方に入っていただきたいというふうに考えています。それからもう一

つは交通インフラ技術関係団体の方々、国交省関係の国総研の研究をされている方、それ

から警察庁の関係で、ＵＴＭＳ協会で交差点の信号はセンシングのデータの通知を作って

いる専門家の方々に参加していただきたいと、それからもう一つアカデミア、標準化とい

うことで、自技会でＩＳＯのＴＣ２０４ ＷＧ１４で、主に通信を使ったシステムのアプリ

ケーションのところを標準化をされている専門家の方に参加を頂きたいというふうに考え

ています。 

 その右下、このページの右下が全体の検討体制ということになっています。これを進め

て、左上の四角を見ていただきたいんですが、今年度はユースケースに対する技術要件、

それから通信要件の調査・検討をすると、それを現状のＩＴＳの無線通信のシステムに当

てはめたときの課題の抽出というのをやっていくと、対策の立案というところまでいきた

いというふうに考えています。それから２１年度にロードマップの策定をやるわけですが、

そのロードマップを作る上で、どういった考え方でどういった観点でロードマップを作れ

ばいいかというのを、今年度から少し議論を始めたいというふうに考えています。 

 それから右上を見ていただきまして２１年度の活動は、今年度出てきた課題それから対

策案というのを、実際にシミュレーションとか実証実験によってその対策案というのが妥

当なのかどうかというのを検証すると、それから、あとはロードマップの策定に必要な動

向調査というのをやりながら最終的にはロードマップ、通信方式の提案とそれからロード

マップの策定というところに、来年度結び付けていきたいというふうに考えています。 

 以上です。 

○葛巻ＰＤ 説明どうもありがとうございました。 
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 では、このＩＣＴ業界との協調のところにつきまして、少し質問あるいは御意見等を伺

いたいと思いますけれども、どなたかいかがでしょうか。特に今回ＪＥＩＴＡさんとか参

加いただいていますけれども、何か御意見等ありましたらよろしくお願いします。小出さ

ん、何かコメントありますでしょうか。 

○小出構成員 ありがとうございます。 

 今、内容を伺っていて是非。かねてからこのタスクフォースどうなるんだろうというの

を気にしていて、ＪＥＩＴＡの方でも非常に高い関心を持っていたところでございます。

今回タスクフォースの体制案の変更ということで加わらせていただくので、我々の知見も

生かしていただけるようにやっていこうと思っております。すみません、ちょっとコメン

トというよりも頑張りますという意思表明になるんですけれども、どうぞよろしくお願い

いたします。 

○葛巻ＰＤ どうもありがとうございます。 

 あと小川さんのところで今ユースケースを作ってもらっているんですけれども、自工会

のユースケースも網羅していただいていまして、現時点では自工会のユースケースとは一

致していないというか、少しこちらの方が広く捉えているようなところがあります。今後、

自工会との関係について小川さんの方から何か進め方ありますでしょうか。 

○小川オブザーバー 自工会の方からは、自工会としてユースケースというのを定義して

いただいて出してきていただいています。基本的には自工会で出してきていただいたユー

スケースは、全て今回ＳＩＰとして定義したユースケースの中に含まれておりまして、自

工会の方からも賛同いただいているという状況でございます。 

○葛巻ＰＤ どうもありがとうございます。 

 横山さん、何か御意見とかありますか。 

○横山構成員 自工会、横山ですけれども、おはようございます。 

 質問が１点と要望が１点あるんですけれども、まず質問に関してなんですが、今回取り

扱うスコープの中にＭａａＳが含まれている資料になっているようにちょっと見受けられ

ましたが、ＭａａＳの場合は車両とオペレーションセンターの間の通信というのがあるわ

けで、リモートコントロール含めてそういった領域もこのスコープの中に入っているんで

すか、入っていないんですかというのが質問です。 

 要望については、ＩＣＴの業界の皆さんと連携してタスクフォースを組んで検討すると

いうのは賛成なんですけれども、その検討内容に是非、国際動向も横にらみしていただい

て、日本ベストかつ国際協調観点でもベターみたいな、そういったソリューションを是非

検討していただければと思います。 

 以上です。 

○葛巻ＰＤ どうもありがとうございます。 

 じゃ、小川さんからよろしくお願いします。 
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○小川オブザーバー 一つ目のＭａａＳ関係といいますか、これは恐らく無人の自動運転

に遠隔操作を加えると、そういうことだというふうに今理解したんですが、そういったユ

ースケースについては、今回設定したユースケースの中に含まれております。 

 それから、二つ目の国際動向もにらみながらということでございますが、今回検討した

ユースケースは、日本だけではなくて海外のユースケースというのも全部含めて入れてお

ります。それから、通信方式の海外の動向がかなり今ドラスチックに動いておりますので、

その辺はちょっと注意をしながら、新たな通信方式が必要な場合はそこを考慮に入れて提

案を作っていきたいというふうに考えています。 

 以上で答えになっていましたでしょうか。 

○葛巻ＰＤ よろしいでしょうか。 

○横山構成員 はい、ありがとうございます。十分です。引き続きよろしくお願いします。 

○葛巻ＰＤ よろしくお願いします。 

 ほかよろしいでしょうか。 

 じゃ、続きまして二つ目、知財戦略の再構築についてということで、内閣府古賀リーダ

ーの方から御説明お願いします。 

○古賀リーダー 内閣府の古賀でございます。 

 ページにつきましては赤いページの１４ページにございます「知財戦略の再構築」とい

うタイトルの資料になります。こちらの方もガバニングボードの対応ということで知財戦

略の再構築に向けた取組をしてございますので、そちらの御紹介という形、御報告という

形になります。 

 まず、自動運転に係る特許動向、標準化動向といったものを整理いたしまして、知財あ

るいは技術、イノベーションのマネジメント戦略の専門家の分析や提案といったものに基

づきまして、ＳＩＰ－ａｄｕｓの施策受託者と共に知財戦略を再構築して今後のアクショ

ンプランに結び付けるという形にしてございます。スケジュール的には先日ちょうど事業

採択になりまして、知財戦略の構築に向けた立案ということで、受託者の横浜国立大学を

中心としたメンバーによる調査研究という形で進めようとしてございます。 

 具体的にはＳＩＰ－ａｄｕｓにおいて重点的に取り組みます、多分事業化等を目指して

おります仮想空間での安全性評価の構築ですとか、地理系データに係る自動運転分野のア

ーキテクチャの構築等に関する研究というのを中心に、検討を具体化していくという形に

してございます。この秋頃に知財戦略の立案という形で、ガバニングボードに対しても御

説明できるような形を作ってまいりたいというふうに考えてございます。具体的な知財戦

略につきまして、具体的な対応方法につきましては、個別のまた施策にフィードバックし

て、そういったものについて進めていくようなことを図ってございます。 

 めくっていただきまして１５ページでございますけれども、検討体制、まだスケジュー

ルも案でございます。こちらもまだ案でございますけれども、まずは研究代表者の方、横

浜国立大学の安本教授という形で進めてまいるという形で考えてございます。体制といた
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しましては、仮称ではございますが、ＳＩＰ－ａｄｕｓ知財戦略検討委員会といったもの

を、関係の有識者の方々あるいは産業界、実務家の方々を含め検討会を設置いたしまして、

ＳＩＰ－ａｄｕｓの施策受託者ですとか国際連携テーマリーダーの関係者からのヒアリン

グ、あるいは個別トピックに係る技術要素、標準化、データ利活用及び知財の分析といっ

たものについては外部有識者の方々からヒアリング等をしながら、具体的な知財戦略の構

築を進めてまいるという形で進めてまいりたいと思ってございます。 

 御説明は以上でございます。 

○葛巻ＰＤ どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明につきまして何か御意見とか御質問ありますでしょうか。よ

ろしいでしょうか。 

 特にないようでしたら、進捗があったところでまたこの推進委員会でも報告していきた

いというふうに思います。 

 では三つ目、これは直接のガバニングボードからの御指摘ではありませんけれども、日

独連携、日ＥＵ連携の進捗につきまして、梅田先生の方から説明をお願いします。 

○梅田オブザーバー 東京大学の梅田です。 

 私の方から、国際連携の進捗状況ということで日独と日ＥＵ連携の進捗状況について説

明させていただきます。 

 最初に、ページの方は資料、赤ページの１６ページを御覧ください。日独連携について

です。①番、新規分野における連携の開始ということで、これはＳａｆｅｔｙ Ａｓｓｕｒ

ａｎｃｅ、それからＣｙｂｅｒｓｅｃｕｒｉｔｙ、この二つについて日独連携提案書の提

出を受けて先週の金曜日、５月２９日に、日独連携ステアリング会議の方を開催しました。

詳細の方は参考ということで赤ページの２１ページに記載してございますので、内容を御

確認いただければと思いますけれども、この連携提案の内容について審議を行った結果、

両分野とも非常に重要な分野であり緊急性のある内容ということで、すぐに日独連携の方

を進めましょうということで、日独連携の開始を正式に承認いたしました。こちらの新規

連携項目の開始については、日独共同のプレスリリースの方を実施しておりまして、詳細

の方をこちらも後ろに付けてございますので、赤ページの２２ページの方を後で御覧いた

だければと思いますけれども、日本の方は竹本大臣、それからドイツ側は連邦教育研究省

のカルリチェク大臣の方からステートメントを頂きまして、昨日付けで共同のプレスリリ

ースの方を発行してございます。 

 続いて②番の方ですけれども、既に連携を開始している分野ということで、昨年度から

Ｈｕｍａｎ ＦａｃｔｏｒｓとＩｍｐａｃｔ Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ、この２分野について

は連携の方を開始しているんですけれども、こちらの進捗状況についても、先週のステア

リング委員会の場で専門家から状況説明を行っていただいて、進捗状況の方を確認しまし

た。御存じのとおり、一部コロナの影響で面直会議ができないというところで影響が出て
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いるものの、ウェブ会議等に順次切り替えて活動を進捗していることを確認してございま

す。 

 続いて③番、今後の予定ですけれども、今回新規に承認したＳａｆｅｔｙ Ａｓｓｕｒａ

ｎｃｅ、それからＣｙｂｅｒｓｅｃｕｒｉｔｙの開始を受けて、次、秋頃、ちょっとこの

後議論になると思いますけれども、ＳＩＰ－ａｄｕｓ ＷＳ ２０２０の開催時期をめどに、

この新規分野のキックオフを兼ねた専門家ワークショップの開催を検討していきたいとい

うふうに考えております。あと、先ほど来話が出ておりますけれども、新型コロナの影響

については、今のところそれほど影響なく進めていますけれども、今後の状況によっては

やはり影響が出てくる可能性もありますので、この辺については今後も注意深くモニター

して、対応についてはドイツ側の事務局とも随時論議していきながら対応していきたいと

いうふうに考えてございます。 

 ページをめくっていただきまして１７ページの方を御覧ください。続いて日ＥＵ連携の

方の状況でございます。まず最初に、欧州委員会の方と進め方の合意ということで、５月

８日に欧州委員会の方とウェブ会議を実施いたしました。日ＥＵ連携については現状のプ

ロジェクトベースのところで連携の可能性を模索していこうということで、右側に書いて

ある字がちょっと小さくて見にくいんですけれども、日ＥＵの連携スキームとして、基本

的には欧州側はＨｏｒｉｚｏｎ２０２０、それから日本側はＳＩＰ－ａｄｕｓのプロジェ

クトをベースに、連携の可能性を各プロジェクト間の方で、この緑枠のところになるんで

すけれども、ジョイントワークの可能性を検討していただいて、その内容を各事務局、青

枠のところでバイラテラルミーティングを開始してモニターしていくという形のスキーム

でございます。この日ＥＵ連携のスキーム案の方を欧州委員会の方に提示いたしまして、

おおむねこんな形でいいんじゃないかというところの感触を得てございます。今後の進め

方としては、今後もやはりこういった事務局レベルの青枠のところのミーティングを定期

的にやっていくことがいいんじゃないかということで、四半期毎に実施をしていくという

ことで合意をしてございます。 

 そして②番、ＥＵプロジェクトとの連携状況ですけれども、欧州側のＨｏｒｉｚｏｎ２

０２０のプロジェクトでＴｒａｎｓＡＩＤ、それからＨＡＤＲＩＡＮ、それからＨＥＡＤ

ＳＴＡＲＴ、これらのプロジェクトについてそれぞれジョイントのワークショップを行っ

たり、連携についての活動を進めているという状況でございます。 

 最後、③番、今後の予定ですけれども、先ほど述べたとおり欧州委員会との事務局レベ

ルの会合を四半期毎にやっていこうということで、次回は７月１７日にウェブ会議で実施

をする予定となっております。 

 続いて１８ページの方をお願いいたします。次は、新型コロナウイルスの影響を受けた

世界会議の状況ということで、こちらの方はＩＴＳ Ｊａｐａｎの天野さんにも情報を頂き

ながら簡単にまとめたものでございます。まず①番、Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ Ｒｅｓｅａｒｃ
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ｈ Ａｒｅｎａ、これは４月にヨーロッパで開催する予定だったものですけれども、こちら

についてはコロナウイルスの影響で中止ということになってございます。 

 それから②番、５月に行われる予定だったＩＴＳ Ｅｕｒｏｐｅですけれども、こちらに

ついてもコロナウイルスの影響で、こちらは一応延期という形になっていますけれども、

来年ＩＴＳ世界会議がヨーロッパであるというのと、２０２２年は同じリスボンでＴＲＡ

があるということで、２０２３年への延期という形でアナウンスが出ております。 

 それから③番、ＡＶＳ、これは今年の７月アメリカで行われるやつですけれども、こち

らについてはまだ正式なアナウンスは出ていないんですけれども、今現在はウェブ会議を

併用した開催という形で検討しているというふうに聞いてございます。 

 それから最後、④番、ＩＴＳの世界会議ですけれども、こちらについてはつい先日、新

型コロナウイルスの影響を受けて中止ということが正式にアナウンスをされたというよう

な状況でございます。 

 ページをめくっていただきまして最後、１９ページをお願いいたします。小さくて非常

に見にくくて申し訳ないんですけれども、全体の国際連携の状況をスケジュールにまとめ

たものでございます。一番上に先ほど説明した国際会議の状況、それから２番目にＳＩＰ

－ａｄｕｓ ＷＳの状況の記載がございますけれども、ＳＩＰ－ａｄｕｓ ＷＳの方は、こ

の後また別途御審議いただくという形になると思います。その次に、日独連携、日ＥＵ連

携の状況と、下半分は国際連携関係の各連携テーマ別に活動状況の方を簡単に記載してご

ざいます。内容の説明の方は割愛させていただきますけれども、前回３月にお示ししたマ

ップからの変更点を赤字で示しておりますので、随時御確認いただければと思います。 

 簡単ですが、私からの説明は以上となります。 

○葛巻ＰＤ どうもありがとうございます。 

 では、ただいまの御説明に関しまして御意見とか御質問ということで、天野さん、何か

プラスでインプットとか含めてありますでしょうか。 

○天野構成員 ＩＴＳ世界会議のロサンゼルスの中止は昨日リリースされておりまして、

私どもＩＴＳ Ｊａｐａｎからも関係の方に御連絡申し上げているところです。ただ、１点

御注意いただきたいところがございまして、アメリカのＩＴＳ世界会議のホームページに

出ているメッセージが少し分かりにくくなっておりまして、アメリカの国内向けを強く意

識しているものですから、そのバーチャルイベントの位置付けが少し曖昧になっています

ので、確認をさせていただきたいと思います。ＩＴＳ世界会議という形で毎年開催してい

る内容は全て中止でございます。一方、アメリカ国内のいろいろな関係者、スポンサー等

もございまして何らかの行事をやりたいということで、アメリカ独自のイベントとしてバ

ーチャルイベントを、これから具体化をしていきたいということです。これに関してヨー

ロッパ、アジアも、彼らが主体的に計画をするわけですけれども、部分的に連携を図る、

おおむね参加するということも考えてみたいというような内容でございます。 

 以上です。 
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○葛巻ＰＤ どうもありがとうございます。 

 それでは、皆さんから何か御意見とか御質問ありますでしょうか。よろしいですかね。 

 どなたか質問、ＫＫさん、すみません、よろしくお願いします。 

○小出構成員 すみません、ＪＥＩＴＡの小出でございます。質問をさせてください。恐

れ入ります。 

 日独共同プレスリリース、大変重要な取組の発表だと思うんですけれども、こちらは内

閣府のホームページだとか、あるいは何か特別な報道発表のリリースというのは、どこか

で見ることはできるんでしょうか。あるいは広くどこかで案内を発信されているんでしょ

うか。案内というか内容をですね。 

○葛巻ＰＤ 内閣府、お願いします。 

○古賀リーダー ウェブの方でもリリースされてございます。ちょっと分かりにくいんで

すけれども、内閣府の科学技術・イノベーションのウェブを見ていただけると内容がある

と思います。それと具体的な話は昨日、大臣の閣議後会見でございましたので、そこでこ

ういった日独の連携を開始したということの発表を頂いたりはしています。 

 以上でございます。 

○小出構成員 分かりました。大変大事な取組なので、広く発信していくことでより関心

も高まるものと思いましたのでコメントさせていただきました。ありがとうございます。 

○葛巻ＰＤ どうもありがとうございます。 

 たしか今日、日刊自動車かどこかにもう載っていましたね。自動車新聞の方ね。 

 ほかはいかがでしょうか。よろしいですかね。 

 では、引き続きまして、昨今の新型コロナウイルス感染症の対応によるＳＩＰ－ａｄｕ

ｓの影響概況ということで、アンケートによる各施策の取組概況についてＮＥＤＯの林さ

んからお願いします。 

○ＮＥＤＯ 林から御説明申し上げます。 

 赤ページの資料２４ページをお開きください。アンケートを今回行いましたのは、対象

は私どもの研究開発を進めていらっしゃる受託者という方々になります。今回このコロナ

ウイルスの感染拡大を受けて緊急事態宣言が出た直後、これが第１回でございます。第２

回、これは緊急事態宣言の解除の、最中では最中でありますが、解除をされた直後に行っ

たものでございます。この間の実際にそれぞれ事業に与えている影響及びその変化につき

まして、今回御報告をしたいと思います。 

 アンケートの内容、下のＱ１からＱ６までございますが、同じ様式で同じ内容で聞き、

その変化が分かるようにしてございます。実際今行われている感染防止策、それによる影

響から始まりまして、それぞれお困り事があれば御相談くださいというＱ６まで、選択式、

自由記入式で御回答いただいたものでございます。 

 次の２５ページをお開きいただきまして、アンケートの内容のＱの一つ目からでござい

ます。それぞれの御所属機関で行われている対策について聞きましたところ、最初の第１
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回の回答では「通常どおり」というものがゼロでありまして、（ｃ）という「テレワーク

が推奨されているが、必要に応じ出勤できる」というテレワーク中心、さらにその下（ｄ）

という紫色が非常に大きな割合を占めております。テレワークが原則であり、よほどの理

由がないと出勤できないというのが現状でございました。これが第２回に行きますと紫色

がぎゅっと減りまして緑色、「必要に応じ出勤できる」というのが大幅に増えてきていま

す。また、影響がないと、通常どおりというような御回答も増えてきておりまして、今こ

の措置の緩和という方向が見えてきているというふうに思っております。一方で、まだ（ｅ）

という回答の中に、事業所の閉鎖が続いているというようなコメントがあった方もいらっ

しゃいます。 

 それからＱ２、次の２６ページでございます。今までＱ１で伺った措置によって自動運

転の研究開発にどのような影響があるかという問いをしたものでございます。これにつき

ましては、こちらから真ん中のブルーの四角でございますが、（ａ）から（ｅ）までで、

その中には例えばテレビ会議が行えないというインフラの不足の話ですとか、規制により

実際の実験を行うことができなくなっている、あるいは海外の機関との打合せができない

等、幾つか事例を挙げましてイエス・ノーで回答を聞いております。円グラフにいたしま

したのはイエスと回答した者の割合ということで、若干まとめ方が余り良くないんではな

いかと、すみません、若干反省しておりますが、このイエスの内容をまず見てみますと、

（ｂ）規制等により調査・実験が行えないという回答が最多でございます。それに続きま

して（ｃ）という、例えば関連の海外の機関との打合せができない。それから（ｄ）にな

りますけれども、研究時間がなかなか取りにくいという、非常に現場の生の声が伺えたと

ころでございます。一方で、上のコメント欄の方に書いてございますが、すみません、グ

ラフの中には表れない、全ての項目にノーと御回答された方が、（ｂ）というえんじ色の

枠とほぼ同数、これが第１回、第２回ともございました。ということは、そういう意味で

は少なくともこの事例に挙げたような、あるいは（ｅ）という何かその他自由記入もでき

るような様式で伺っても何もないということであれば、影響というのは実はそんなに大き

く出ていないとも見ることができるかと思いまして、「影響は半々か」と書いてございま

す。 

 次のページ、２７ページでございます。Ｑ３、調査時点ということで、緊急事態宣言の

発出直後、それから解除直後ということでございますが、第１回では６割の方々が（ａ）

から（ｂ）という１か月程度の遅れということで御回答いただいておりましたが、第２回、

右側に行きますとその割合が半数以下に減りまして、逆に左側の（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）

というような割合が増えてきています。この（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）というのは、要は真

ん中のブルーのところを見ていただきますと、遅れの程度が２か月程度あるいは３か月程

度というような、より長期にわたる回答になります。これが増えてきているということは、

遅れという影響が少し深刻化しているということかと理解をしております。 
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 それから２８ページ、Ｑ４についてでございます。今年度の目標の達成見込みというこ

とで、遅れがこのように発生しているものを取り返しができるかどうかということも含め

て、見込みを伺ったものでございます。それにつきましては、まず予定どおりから影響は

少ないという報告が第１回も半数ぐらいありました。これが第２回にはいささか、少し増

えているという状況にございます。「一方」というふうに書いてございますが、回答のバ

リエーションが非常に実は増えてきておりまして、一つの課題内でもそれぞれ分担をされ

る事業の内容によりまして評価が分かれてきている。あるいは見通しというのが、やはり

それぞれの事業者の方々の見通しがそれぞれ感触が違うというのか心象が違うというのか、

という傾向が強まっているかなというふうに私は見ております。 

 それから最後のページになりますが、２９ページ、すみません、文字が潰れております

が、この自由記入欄に書かれた内容で少しピックアップすべきものを取り上げてございま

す。やはり今回のコロナウイルスの感染拡大によって一番大きな影響が出ているものが、

多くの被験者に集まっていただきまして技術の検証などをする実験でございます。今伺っ

ておりますところ、第１回もこれが今中止されているということで、第２回の状況も変わ

らずということでございます。それ以下、一個一個は御説明申し上げませんが、少しピッ

クアップして御説明申し上げます。他者要因によるものの中にございます、他社で、例え

ば実験研究機関で試験が受けられないとか、あるいは、他の課題からデータの授受が必要

なものにつきましては、この第２回の調査時点ではまだ現状変わらないというふうな御回

答でございましたが、一般的には今、事業者の方々が事業を再開されていらっしゃるので、

今後改善できるのではないかなと、これは推定でございます。それからその二つ下、今後

懸念されるものの中でございますが、今後被験者実験などにおきましては生命倫理委員会

とか第三者要因というのが、またいよいよ強くなる可能性もあるという御提起を頂いてお

りまして、これも引き続き御提起を頂いている段階ということでございます。 

 全体の説明は以上でございます。 

○葛巻ＰＤ どうもありがとうございました。 

 では、今の御説明に関して御質問とかありますでしょうか。よろしいですか。 

 また何かあったら、この後でも結構です。 

 では、今のアンケートを含め状況を踏まえて、今後の実証実験あるいはイベント等の見

直しにつきまして案を作っておりますので、それぞれについて説明していただいて、この

後審議していただきたいなと思います。 

 一つ目が東京臨海部実証実験について、南方リーダーの方からよろしくお願いします。 

○トヨタ自動車 トヨタ自動車、南方でございます。よろしくお願いいたします。 

 本日、今後の東京臨海部実証実験の進め方につきまして案がございますので、御説明さ

せていただきます。 

 資料の方、右上１０－４－１でございますけれども、ここに書いてありますように、新

型コロナによりまして実験参加者及び実験準備側、インフラの開発に遅れが発生しており
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ます。また、イベント等の延期等も踏まえまして２０年度の実証実験を見直すとともに、

この時点から２１年度の計画立案にも着手したいというふうに現在考えているところでご

ざいます。 

 冒頭、十時審議官からもございましたが、４月７日から５月２６日の間は、東京の実証

実験の方も中断していたという事情もございます。そんな中で現在二つそれに対する対応

策の方を持っております。一つは、実験参加車両の開発及び一部の情報配信の準備の遅れ

が発生しておりますので、実験計画を２か月延長して進めさせていただきたいと思ってお

ります。 

 もう一点、今年の７月、オリンピック直前でございますけれども、我々の実証実験の成

果も使いつつ自工会とＳＩＰが共同で試乗会のイベントを予定しておりましたけれども、

こちらの方もこのコロナの影響及びオリンピックの延期を受けまして延期しております。 

 そういうことで、まだ延期先のイベントがいつ開催されるかということは決定したわけ

ではございませんけれども、この実施を実験路側のインフラを設置を延長しまして、実際

にこのイベント、まだ時期が確定しておりませんが、それの２１年度内の開催を支援して

いきたいと、この２点を案として持っております。 

 下の方のスケジュールを御覧ください。全体としまして、この２２年度の日程の中で１

２月のところに「当初終了予定」と書いておりますけれども、基本的にＳＩＰの実証実験

は、１２月末までの走行計画で課題を完了させる予定でございました。そこで、ただ、そ

の状況におきまして現在、実験参加車の方がやはりコロナ禍前からの出張制限や個別の２

か月の実験停止という中で、実験車両の開発の方が遅れているという状況がございます。

また、下にグリーンで帯が書いてある中の真ん中辺りに、高速道の実証実験の中に「プロ

ーブ情報活用実験」という項目が左の方にございますけれども、この民間のプローブ情報

をＳＩＰで購入しまして車線レベルの情報を生成して配信するというところの、各民間と

のプローブ情報購入の契約関係が、このコロナの影響で遅れておりますと、そのような状

況がございますので、この表の中の２月のところに赤い三角を付けさせていただいており

ますけれども、２か月程度実証実験で走行できる期間を延長しまして、その遅れに対して

救済していきたいというふうな案を現在持っているところでございます。 

 ちなみにこの左側の欄でいきますと一番下にあります羽田空港の実証実験につきまして

は、参加者が３社と少ないところもあるんでございますけれども、参加者と進捗状況を確

認しましたところ、１０月までの当初予定の中で完了できそうだということなんで、こち

らの方はそのままの当初予定どおりで終了するという予定でございます。 

 また、先ほど申しましたイベントの延期に伴うインフラの延長でございますけれども、

この表の中の一番上、実験の路側インフラでございますけれども、基本的に実験終了と同

時に撤去するというものもございましたが、先ほど申しましたように、最低限２１年度末

まで設置を延長しまして、今回の２０年度の実証実験で出た課題の対応策も織り込んで、
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基本的にはこのインフラを維持してイベント開催ができる状況にすると、こういうことを

現在考えているところでございます。 

 また、２０年度の実証実験につきましては、先ほどのように２月までの実走行及び成果

まとめで年度内に終わらせる予定でございますけれども、それでもって今回の東京臨海部

実証実験の自動運転に必要な最低限の情報をインフラから提供するという課題については、

全て終了させる予定でございます。 

 改めまして２１年度につきましては、先ほど残しますインフラの方には今年度の実験成

果が出ました課題等を織り込んで、最終的には実用化、レガシー化につなげるということ

をやっていきますが、こちらの方は確認作業だけですので、２１年度につきましてはまた

新たなテーマというのを探索しまして、計画というのを今後実施していきたいと思います。

日程的には、予算概算要求しなければいけない８月末までに、皆様からもアイデアを募集

もしながら新しいテーマを模索し、予算を確定しなければいけない年内には実証実験計画

を完了しまして、来年度新たなテーマに対して実証実験を進めていきたいと、このような

進め方を現在考えております。 

 以上です。御質疑お願いします。 

○葛巻ＰＤ どうも説明ありがとうございました。 

 それでは、これにつきまして少し審議の時間を取りたいと思いますけれども、何か質問

とか御意見とかがありましたらよろしくお願いします。 

 じゃ、ちょっと自工会の横山さん、何かコメント等ありますでしょうか。 

○横山構成員 自工会の横山です。 

 東京臨海部の実証実験の今後の進め方について、今、南方さんの方から御説明がありま

したが、自工会としましても、オリ・パラが延期になったということと、コロナの影響で

実験が遅延しているということと、コロナの影響による事業環境の変化みたいなことを踏

まえ、実証実験の時期を２０２０年度から２０２１年度に変更するという方向で検討を行

っております。まだ具体的な時期とか、どういった内容にするのかというのは、ほとんど

ゼロスタートに近い形になりますので、これから詳細を詰めていくというような状況でご

ざいます。 

 以上です。 

○葛巻ＰＤ どうもありがとうございました。 

 ２１年度のイベントが、今年やろうとしていた２０年度のものと全く同じになるという

ことではないということだと思いますけれども、その辺り含めて、これからも自工会と協

力し合いながら２１年度のイベントを盛り上げていくというような形でいきたいと思いま

す。 

 大口先生、何か御意見よろしくお願いします。 

○大口構成員 東京大学の大口です。 
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 交通工学をやっている専門の立場から、この緊急事態宣言が発令されたことによって、

例えば首都高の交通状況が劇的に変わっていることは皆さん御存じだと思うんですけれど

も、併せて、事故はおかげで、基本的に事故の件数というのは台キロ、たくさんどれだけ

交通が走っているかによって決まるので、台キロが減った分で事故件数は非常に減ってい

るんですけれども、その割に死亡の事故は減らないというのが報道でもされていると思う

んですが、こういった実証実験というか、公道を使った現象でいろいろなことを実証して

把握していくというときにおいて一番困るのが、知りたいいろいろな交通の条件というも

のがなかなか発現してくれないということだと思うんです。そういう意味では、今回特殊

な状況下にあるということで、通常ではなかなか取れないようなデータが取れるというよ

うにも、言葉は悪いんですが、チャンスという側面もあるので、是非こういう交通状況下

においてじゃないとできないデータというのを、うまく企画できる範囲内においてはして

いただくとよろしいんじゃないかなと思いましたので、ちょっと発言させていただきまし

た。 

 以上です。 

○葛巻ＰＤ どうもありがとうございます。 

 大変貴重な御意見ですし、また、通常のもののデータも取れていないということですか

ら、それをちゃんと取らなきゃいけないということでもあると、両方あると思うんです。 

 何か御意見いかがでしょうか、ほかの方。 

○垣見参事官 内閣府の垣見ですけれども、よろしいですか。 

○葛巻ＰＤ どうぞ。 

○垣見参事官 すみません、皆さんおはようございます。お疲れさまでございます。本日

はありがとうございます。 

 予算の概算要求の話がございましたけれども、概算要求自体は今年は９月末までという

ことでございますので、そういうことはいいんですけれども、逆に、この企画が終わるの

が１２月末だとすると、恐らく３月には始められないということになると思いますので、

いつ頃から次のやつを始めるのかというのを踏まえて、もうちょっと前倒しで企画は作っ

ていただかないとまずいのではないかなというのが１点と、もう一つは、延長の幅が今２

か月ということで、これは緊急事態宣言の期間と合わせておられるんだと思いますけれど

も、事業環境の変化はさておき、実際問題として車の改造がどうなのかとか、そういうこ

とを考えると本当にこの２か月でいいのかというのは、早急に委託者の方には調査してい

ただいているんですけれども、参加者の方にも調査していただいて、実態を把握して検討

した方がよいのではないかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○葛巻ＰＤ どうもありがとうございます。 

 じゃ、南方リーダーの方からよろしくお願いします。 

○トヨタ自動車 ありがとうございます。 
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 まず１点目の２１年度企画の方でございますけれども、新たなテーマというところにな

りますと再公募等々も必要かなというところで、現在このような日程を引いておりますけ

れども、先ほど垣見さんがおっしゃるのは、基本的にレガシー化の部分も含めてどうする

のかという御質問もあるかと思いますので、その辺はしっかり日程の方を、全く新で公募

からやり直すものと、継続してこのインフラを残したままでやるものと、この辺はしっか

り層別して企画の方を立てていきたいというふうに思っております。 

 あと２点目でございますけれども、まずは本日２か月延長で提案させていただいて、こ

れをもって明日、実は実験参加者との実験ワーキングというのがございまして、まず上位

としてはこのような形でやりますがということに対して、各社個別の状況というのは個社

ベースでヒアリングをさせていただいて、本当にこの中でやり切るかどうかというところ

は個々にお話を聞きながら、もしどうしてもというお話であれば、またもう一度御相談さ

せていただくということをしたいと思っております。 

 以上でございます。 

○葛巻ＰＤ どうもありがとうございます。 

 来年度新たに行っていくテーマ、これはおっしゃるとおり早出しをどんどんしていかな

きゃいけないというのは御指摘のとおりです。一方で、これまで２０年度の実証実験のた

めにやってきた準備というのは、１年どころじゃなく２年か３年越しぐらいでやってきて

いるというのもあって、きっと２１年度にやれることというのは、そんなに大きなインフ

ラの建設とかそういうものを伴ったものは難しいことになるだろうなと思いますので、そ

の辺りも含めて今後企画を早めに案を出してまとめていきたいというふうに思っています。 

 ほかいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 じゃ、今日のこの提案をベースに参加者の動向も聞きながら、基本的にこの方向でまと

めていくというふうに進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 では二つ目、社会的受容性の醸成につきまして、オリ・パライベントあるいはオリ・パ

ラそのものの延期を踏まえた今後のイベントの企画につきまして、内閣府の古賀リーダー

からお願いします。 

○古賀リーダー 内閣府の古賀でございます。 

 資料につきましては赤ページの３１ページでございまして、タイトルといたしまして「Ｓ

ＩＰ自動運転社会的受容性の醸成に向けたスケジュール概要（案）」ということでござい

ます。 

 コロナ余波に備えまして３密回避ですとか柔軟なスケジュール、あるいは予算管理とい

ったものをしながら、これまで同様、様々な対象の方々に対して、自動運転のある生活と

いったものについて正しい理解を得るというような方向性で、社会的受容性の醸成といっ

たことの取組を企画・推進していくということを考えてございます。 

 三つほど大きなポイントとして御説明いたしますけれども、まず先ほどまでの御説明に

もありましたけれども、自工会との連携についての試乗会デモイベントにつきましては、
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今後、自工会とも連携を継続しながら、新たな取組をしっかりと企画・立案していくとい

う形で考えてございます。 

 ２番目でございますけれども、こちら下の表の真ん中辺にございますけれども、まずは

今年度末をめどに目標といたしまして、これまでの３年度間の成果といったものの発信等

を企画してまいりたいというふうに考えてございます。 

 ３番目でございますけれども、やはり３密回避あるいはコロナの発生といったことも踏

まえまして、できるだけ対面以外のバーチャルメディアの活用といったものを検討してま

いりたいというふうに考えてございます。具体的には、ウェブのアクセスを向上させると

いう観点から、動画のコンテンツですとか、より一般の方にも分かりやすい内容のウェブ

の情報発信といったものについて、取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。 

 スケジュールといたしましては下でございますけれども、今年の６月から２０２２年の

１月から３月という大日程で書いてございますが、大きな外部環境といたしましては自工

会のデモイベント、あるいはＳｏｃｉｅｔｙ５．０に連動したものが延期になってござい

ます。あと東京オリンピック・パラリンピックも延期になってございますので、そういっ

たことを踏まえて進めていくという形になるかと思います。１１月のＳＩＰシンポジウム

といったものも、これはＳＩＰ全体の取組でございますけれども、こういったものも、こ

れは現状予定どおり開催するという形で進めているところでございます。 

 ２番目のＳＩＰ自動運転の部分でございますけれども、東京臨海部実証実験につきまし

ては一定程度延長するということで進めてまいりまして、その後インフラは継続しながら

進めていくということで、こちらについても状況を踏まえて社会的受容性の検討を進めて

まいるというふうに考えてございます。 

 下のＳＩＰ自動運転の社会受容性ということで五つの項目を挙げてございます。ウェブ

につきましては、コンテンツとか法制度の解説ですとか実証参加者の紹介ビデオといった

ものも、これまで若干緊急事態で遅れておりましたけれども、再開しておりますので、速

やかにキャッチアップして順次ウェブサイトで公開していくというような形で進めるとと

もに、ホームページに加えまして、ユーチューブですとかフェイスブックといったＳＮＳ

を活用した動画コンテンツの拡充といったものを、進めてまいろうと考えてございます。

その後、継続的に拡大していくという形で、２１年度以降進めてまいりたいと考えてござ

います。 

 次、イベントでございますけれども、こちらの方は、先ほど御説明した３年度目までの

成果の発表ということで、年度末の成果発表会に向けて場所や企画といったものも検討し

てまいりたいというふうに考えてございます。その後、更に自工会との連携イベントに向

けた企画といったものも進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

 ３番目の市民ダイヤログでございますけれども、こちらの方でございますが、一般的に

は地方部等の実証実験でやってございます部分との連携をしながら進めてまいるというよ
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うなことが一つございますし、あるいは都市部においては、先ほどの成果発表会と連携を

しながら進めていくといったようなことを考えてございます。 

 下、４番目でございます。メディアリレーションということでございますけれども、こ

ちらはジャーナリストの清水様を中心に各メディアに個別にアプローチをしながら、記者

の懇談会とかを随時考えていくというふうに考えてございます。 

 最後でございますが、効果測定手法ということでございますけれども、こちらの方も、

社会的受容性の効果測定の手法の検討あるいはその評価といったことについて検討するこ

とにしてございますので、コロナの影響といったもの、アンケートの結果とかにも影響が

あるというふうには伺っておりますけれども、そういったことを踏まえて今後調査を進め

ていくというふうに考えてございます。こちらの調査につきましては、経済産業省の社会

的受容性の調査といったものと連携しながら進めてまいろうと考えてございます。 

 説明は以上でございます。 

○葛巻ＰＤ どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明に対しての御意見よろしくお願いします。 

 ジャーナリストの岩貞さん、何か御意見とかコメントありますでしょうか。 

○岩貞構成員 ありがとうございます。岩貞です。 

 すみません、少しだけ補足をさせてください。まずウェブの方なんですが、もう古賀さ

んにおっしゃっていただいたとおりなんですけれども、特にやはりユーチューブも、今ス

テイホーム、テレワークということでユーチューブの視聴回数が上がっているということ

で、動画を特に活用していきたいと思っています。それに関しまして関係の方に御出演の

お願いをさせていただくことも出てくると思いますので、そのときは是非よろしくお願い

いたします。 

 もう一つは市民ダイヤログなんですが、本来であれば現地にお伺いをして、やはり熱と

いうか、そういう呼吸感が分かる状態でするのが一番なんですが、ただ、今のこのコロナ

の状況を考えると、感染者数の多い東京から地方に乗り出していっていいのかという、そ

ういった不安が払拭し切れないことも想定しまして、サイバーシンポジウム、ウェブのと

いうものも今、積極的に活用されていますので、最終的にはそういったものも視野に入れ

ながら検討しているところです。 

 以上です。 

○葛巻ＰＤ どうもありがとうございました。 

 石井さんも何かコメントありますか。 

○石井構成員 石井昌道です。聞こえていますでしょうか。 

○葛巻ＰＤ 聞こえています。 

○石井構成員 実証参加者紹介ビデオについては、私も一つ参加というかインタビュアー

として参加しましたけれども、多少その参加者の方々でなかなか日程が取りづらいという

のがコロナウイルス前からちょっとあったようなので、その理由が、自動車メーカーなど
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はいいんですけれども、大学とかですと予算がもう決まっちゃっているんで、わざわざそ

の取材のために東京に行くのが結構難しいというような話はありました。そういうのは少

し検討した方がいいのかなという課題です。 

 あと試乗会については、せっかく少し延長になるわけですから、何かアップデートとい

うか、見せ方とかを考えたいなと僕自身も思っていまして、試乗会といっても隣に乗るだ

けでどれだけ分かるかなと、一般の方に説明しながら乗ったとしても、何がどう働いてい

てというのがどれだけ分かるかなというのを、事前にある程度説明してあげたり、バーチ

ャルで見せてあげるというような手法もあるのかなというふうに思っております。 

 以上です。 

○葛巻ＰＤ どうもありがとうございます。 

 予算の件は、またＮＥＤＯさんとちょっと相談含めて必要があれば講じていきたいと思

います。来年度の企画については、是非積極的に参加いただきたいなと思います。よろし

くお願いします。 

 ほか皆さんから何かありますか。よろしいでしょうか。 

 じゃ、三つ目の案件でＳＩＰ－ａｄｕｓ ＷＳの開催につきまして、ＮＥＤＯの林さんか

ら御説明よろしくお願いします。 

○ＮＥＤＯ それでは赤ページ３２ページへまいります。 

 これまで既に御説明、御議論がありましたように、コロナウイルスの感染拡大に伴いま

していろいろなイベント等を中止にせざるを得なくなってきたところ、ＳＩＰ－ａｄｕｓ 

ＷＳも従来どおりの方向で開くというのは、もう既に招聘活動を始めていなければいけな

い時期を含めても現実的ではないという状況でございます。そのような先も読めない中で、

リスクの最小化と効果の最大化を図るために新しいスタイルでということを、この各テー

マのリーダーですとか国際連携のワーキングの構成員の皆様と議論を重ねさせていただき

ました。本日それをまとめまして御提案申し上げまして、御審議を頂きたいと思っており

ます。 

 次のページへまいります。３３ページでございます。このリスクの最小化と効果の最大

化を狙うために一つ考えましたことが、ワークショップの目的、これは少しグラデーショ

ンが入っている四角の中にございます五つでございますが、これが果たせるように、一つ

のイベントで全ての目的を果たすのではなくユニット化を、右側の箱のようにユニット化

をしまして分散しようと、それぞれ上から右側の箱ですけれども、ウェブ上での情報発信、

それからグリーンのリアルの会議、それから黄色の枠でございますが、コロナが収束した

場合にはいよいよ開催をしたいという海外との直接の会議等、このように分散をいたしま

して、これをまたうまく、例えばプレゼンテーションの共用ですとかコンテンツの共用を

図ることにより、より効果的に効率的にしていきたいといったことを考えました。 

 今回、ウェブの会議はまた次のページで申し上げますが、今回必須のものといたしまし

て、日米欧のＶＩＰによるキーノートスピーチから始まりまして、日本語のプレゼンを英
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訳したものを掲載をするといったことも含めまして、内部を今企画しているところでござ

います。 

 また、グリーンのリアル会議につきましては、まず先ほどの社会的受容性の御議論の中

にもありましたような、この春に中止をいたしました成果報告会というのがございます。

この中身は成果等の情報共有を受託者の間でもしていただくというものですけれども、そ

れを兼ねまして、主に日本人中心の会議といたしまして集まってもいただき、日本のＶＩ

Ｐによるキーノートスピーチと加えて日本語の報告をしていただくというようなことも考

えてございます。 

 また、下の黄色いそれぞれの専門家のワークショップ等については、先ほど申しました

ように、コロナウイルスが収束して開催できる限りということと、それから従前議論の場

として貴重な場ではございましたが、ブレークアウトワークショップにつきましては中止

と考えているところでございます。 

 次のページにまいりまして、３４ページでございます。今度はリアルの場からウェブの

場に移すということで、今、岩貞様からも御指摘がありましたように、今、様々なウェブ

のコンテンツが充実してきております。なので、ある意味競争にもなっているかというふ

うに思います。今回ＳＩＰ ｃａｆｅという私ども国民一般向けの情報の発信ツールを整備

してきているところでございますので、その連携によりましてお互いに視聴者の確保等に

有効活用してまいりたいというふうに考えてございます。 

 それから次の３５ページ、この進め方でございますが、本日方向性、方針につきまして

御承認がいただければ、下のブルーの枠にありますように、それぞれのＶＩＰの方々、御

出演いただく方々に出演の招聘をしたいと思います。それからまた、その内容で御報告を

頂く内容の企画、それから各テーマごとの企画等を進めていきながら、それぞれの資料の

作成等を進めていくと、９月にはリアルの会議につきましても恐らく見通しがつくだろう

ということで、このタイミングにはそれを決定したいと考えてございます。また、この後、

更に日ＶＩＰの調整などをしながら実際の先ほどのウェブのワークショップ、それからリ

アルの会議のワークショップというのを並行して実施してまいりたいというふうに、スケ

ジュール感としては考えているものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○葛巻ＰＤ どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまのワークショップの進め方につきまして、皆様から御意見いただき

たいと思います。どなたかいかがでしょうか。 

 じゃ、発言をまた頂いていない産業技術総合研究所の加藤さん、何か御意見ありますで

しょうか。 

○加藤構成員 産総研の加藤です。ありがとうございます。 

 ワークショップの進め方に関しては、特にこの今頂いた方針でいいと思うんですが、こ

の進め方に関しての情報がどういうふうに今後告知がちゃんと出てくるのかというのが、
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影響が今出ている中で８月に告知というふうになっていますが、そこら辺がちょっと心配

かなというのと、１１月に間に合ってくるのかなというところがちょっと心配かなと思っ

ております。そこら辺の広め方というところは、いろいろと工夫が必要なのかなというふ

うに感じました。 

 以上です。 

○葛巻ＰＤ どうもありがとうございます。 

 実はそこは天野さんからも御指摘いただいていまして、まず第一報を早めに告知した方

がいいだろうということで、６月にこの開催告知というのがありますけれども、そこで概

略も示すような形で今発信したいというふうに思っています。 

 天野さん、何かありますか、御意見。 

○天野構成員 先ほど報告もありましたように、中止ないしは年をまたいで延期になって

いる国際会議がたくさんございます。そういったものを今年度何もなしということは避け

たいということで、１０月、１１月頃にウェブ開催するという案があちらでもこちらでも

出てきていますので、とにかく早いタイミングで、ウェブ開催しますので日程、いつとい

う、企画内容は固まっていなくても、それだけは先手必勝で早く出した方がいいのではな

いかと思います。 

 それからもう一つ、ほかの事例で言いますと、やっぱり世界をまたぐと時差が大きいも

のですから、例えばアメリカで企画している幾つかのものについては、米欧の時間帯で欧

州を中心にターゲットにしたもの、それから米、アジアを中心にターゲットにしたものは

別の時間帯、別の日というふうに組み合わせたりしているようですので、その辺りもどう

するかというのは、これはまだ先でいいと思いますけれども、検討が必要だと思います。 

 以上です。 

○葛巻ＰＤ どうもありがとうございます。 

 ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうかね。 

 じゃ、皆さんの顔色がうかがえませんけれども、承認いただいたということで、このよ

うな形で今後計画して、かつ外に対しての告知もしていくという方向で進めたいと思いま

す。よろしいでしょうかね。 

 はい、どうもすみません。じゃ、よろしくお願いします。 

 続きまして、５番目の議題の官民ＩＴＳ構想・ロードマップ２０２０、今、内閣官房さ

んの方で着々と進めていただいていますので、現在の進捗状況を含めて御説明いただきま

す。平井参事官、よろしくお願いします。 

○平井構成員 かしこまりました。内閣官房ＩＴ室、平井でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 まず資料の方でございまして、お手元に配付できておりませんで投影のみになってしま

っております。何か持って回った形になってしまって本当に恐縮でございます。 



28 

 

 これは毎年でございましたらこの時期、大体これが確定していく時期でございますけれ

ども、今年はコロナの影響なんですけれども、承認手続が遅れております。先ほど来話題

に出てございますとおり概算要求が９月末にずれたということでございまして、政府の中

におけるこういった戦略物、大体５月、６月に例年であれば集中期を迎えるわけですけれ

ども、それが大体１月ほどずれておりまして、このＩＴＳロードマップに関しましても、

恐らく７月頃に開催されるＩＴ本部に向けてということで、今はまだ調整中ということで

ございます。大変申し訳ございません。ただ、内容につきましては、実はここのメンバー

の方々、委員の方々、多くの方々が、このロードマップを策定するための道路交通ワーキ

ンググループのメンバーも兼ねていただいておりますし、また、オブザーバーの形で情報

はお持ちだと思いますので、今日は非常にかいつまんで御説明していきたいと思っており

ます。 

 ページをめくっていただけますでしょうか。こういったロードマップフォームでござい

ますから、「目指すべき姿」ということで整理させていただいております。２０３０年に

どのようなモビリティ社会を目指していくのかという整理でございます。地方におけるや

や過疎的な問題、それから地域の中核都市であって自動車が移動の中心になっているよう

な都市、これは非常に渋滞問題とかがございまして分散をどのように図るのか、そういっ

たものを課題にしているところ、それから一番右でございますけれども、公共交通が普及

しているような都市部、この辺のところは様々な交通モードを最適に組み合わせていくよ

うな、そういった課題がございます。ただ、これを見ていただいてお分かりのとおり、昨

今のコロナの問題に関しましてはこの中には取り上げてございません。これは議論がござ

いまして、コロナの中で例えば今日の会もそうですけれども、テレワークやテレビ会議な

ど行動変容が言われている、新しい生活様式が求められている。人が移動するのではなく

て物やサービスの方が移動すると、そういったパラダイムシフトというのは当然起こって

いくわけでございますけれども、まだ今の状況の下で１０年先、２０年先にそれを求める

というのは、なかなか見通しが難しいところもございます。また、移動そのもの、自由に

移動できるという価値そのものを考えていかないといけないという考え方もございますの

で、今回本文中には今の問題意識は取り上げておりますけれども、このビジョンの中では

コロナの状況については、今回は明確な形では取り上げないという形で進めさせていただ

いております。 

 次のページをお願いいたします。全体のロードマップは非常に大部、詳細なものでござ

いますけれども、特に重要な普及シナリオ、市場化の部分だけ抜き出したものが、この左

でございます。昨年も御説明いたしましたとおり一番上の青い帯が世の中、真ん中のとこ

ろが物流サービス、一番下の緑の帯が移動サービスでございまして、ちょっと文字が潰れ

ておりますけれども、御承知のとおり２０２０年、今年度オーナー・カーにおきましては

高速道路でのレベル３の自動運転を、そして移動サービス、緑の帯に関しましては今年度、

限定地域における無人自動運転移動サービス、レベル４を実現するというところを一つの
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マイルストーンといたしまして、そこからまた将来に向けて発展していくと、こういった

ロードマップが書かれたものでございます。 

 このＩＴＳロードマップの２０２０の中では、これの将来の絵姿として一つ追加で取り

上げようと思っておりまして、それは２０２２年頃のところの緑の帯でございます。移動

サービスにおいてその時期に、限定地域における遠隔監視のみの無人自動運転移動サービ

スというものを、一つ取り上げさせていただこうと思っております。これは基となりまし

たのは経済産業省、国交省さんのモビリティサービス検討会の報告書に基づく目標という

ことでございます。ただ、この点に関しましては、ちょっと文字が潰れて恐縮でございま

すけれども、下に「※１」の注釈が付いてございまして、実際の走行環境におきましては、

天候でありますとか交通量の多寡など様々な条件が異なってまいりますので、実現に向け

た環境整備という意味におきましては、もちろん技術開発の結果というのは非常に重要な

ものでございまして、それを踏まえるんですけれども、各省庁において実現の時期やその

方向については検討していくという注釈を付けさせていただいております。 

 右の方でございますけれども、それを表に落としたものでございますが、ここでレベル

のところでございます。昨年度ＩＴＳロードマップ２０１９では、例えば条件付きであり

ますとか完全自動運転というような形で、分かりやすい用語で並べようと思っておったの

でございますけれども、若干その言葉が、整合が取れていない言葉をここだけで定義して

しまいますとむしろ混乱を招くということがございますので、ロードマップ２０２０では、

レベルはＳＡＥの定義をそのまま使わせていただくということで整理してございます。そ

れに伴いまして電子牽引の技術、隊列に関しましては、レベル表記を省略させていただい

ております。 

 次のページをお願いいたします。これまでの取組と今後の課題を整理したものでござい

ます。真ん中の法律・法令、制度整備のところでございますけれども、昨年の国会で道路

運送車両法、道路交通法が改正されまして、それに伴う様々な諸規定が設置されて今年の

４月から施行されているところでございます。詳細は多分この後、国交省さんの方から御

説明があろうかと思います。また、インフラ整備のところ、２０２０から明確な形で取り

入れたいと思っておりますけれども、こちらの方に関しましては一番上のところ、磁気マ

ーカー等、自己位置特定のためのインフラ開発支援、それからその行の一番下でございま

す合流支援のための施設の整備、こういったものは、道路法における道路附属物という整

理をさせていただくということで、今年の国会において道路法の改正がなっているという

ことを聞いてございます。 

 次のページでございます。ＭａａＳ等モビリティサービスというものも、昨年の２０１

９以降重点的に取り上げさせていただいたところでございます。特にＭａａＳに関しまし

ては各省庁でいろいろ検討が進んでおりますけれども、ＩＴＳロードマップの中では、矢

印から下のように自動運転との相乗効果というものを狙っていきたいということでござい
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まして、これを将来像の実現に向けての車の両輪としていく、自動運転とＭａａＳとをそ

の両輪としていくというような考え方で整理させていただいてございます。 

 具体的な方策は次のページでございます。特にプローブ情報でありますとかインフラか

らの支援あるいは衛星管理情報等、様々なデータを左の方、自動車をいかに安全に効率的

に走らせるかというところで使う、これはこれまでも自動運転を始め使ってきたわけでご

ざいますけれども、一方でＭａａＳという意味では、これらの情報を例えば防災であると

かインフラ計画やインフラの維持・補修等にどのように生かしていくのか、そういった考

え方が必要であろうというのが、この考え方でございます。 

 そのための方法論が最後のページでございます。システムアーキテクチャでございます。

御承知のとおりＳｏｃｉｅｔｙ５．０を実現するために、思い付きのようにこれが重要、

これが面白いとやっていっても全体システムとして整合が取れたものになりません。これ

を整合的にするために、Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０リファレンスアーキテクチャというものが

提示されているところでございます。これのゴシックを拾う形で、モビリティ分野におけ

るリファレンスアーキテクチャを策定していこうということを提案させていただいてござ

います。これの実現に向けましては、一番最初に葛巻ＰＤからもございましたとおり、今

後のこちらのＳＩＰの第２期の大きなテーマとして取り上げていただくということも聞い

てございますので、是非、内閣官房のＩＴ室、それからＩＴ室の方でふだん付き合わせて

いただいていますような情報関係や様々なサービス事業者との間も、是非連携を取らせて

いただきたいと、このように考えているところでございます。 

 雑駁でございますけれども、私からの御説明は以上でございます。 

○葛巻ＰＤ どうも御説明ありがとうございます。 

 情報共有ということですので、今回は、引き続きまた最終的に決まりましたら御説明い

ただくというような形で進めたいと思います。 

 もう一つ情報共有ということで、今説明がありましたように自動運行装置の安全基準等

の策定につきまして、国土交通省の平澤室長の方から御説明いただこうと思います。よろ

しくお願いします。 

○平澤構成員 国交省自動車局の平澤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、お手元の資料の３７ページのポンチ絵を活用しながら御説明させていただけ

ればと思います。 

 次のページです。一つ前です。昨年の通常国会でレベル３、レベル４の自動運行装置、

自動運転車を対象とした自動運行装置という装置を保安基準上位置付けまして、この法律

改正の方を行っていただきました。同法律が本年の４月に施行したというものでございま

す。その施行に合わせまして保安基準を策定いたしました。 

 まず基本的な考え方なんでございますけれども、自動車の基準、自動車は国際的に流通

する商品でございますので、国際基準との整合化を図っていこうということでございます。

現時点においてまだ国際基準が成立しておりませんので、現時点で国際的に合意されてい
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るもの、こういうものを国内に導入いたしました。引き続き国際基準成立に努力してまい

るつもりでございまして、基準が成立した場合には速やかに国内法に導入しようというふ

うに考えています。 

 具体の基準でございますけれども、自動運行装置の保安基準といたしまして、乗車人員

ですとか他の交通の安全を妨げるおそれがないですとか、若しくは走行環境条件を外れる

前に運転操作引継ぎの警報をドライバーに発していただきたいですとか、また、ドライバ

ーモニタリングを搭載していただきたい、こうした基準を定めさせていただきました。 

 また、今後実用化が見込まれております例えば高速道路での渋滞時に追従するような自

動運転の機能、こうした装置につきましては、別途詳細な技術要件を定めました技術基準

というのを定めております。 

 また、サイバーセキュリティ、こちらにつきましても現在、国際的に議論されておりま

す基準案、これを参考に基準の方を策定いたしました。 

 また、作動状態を記録する装置、これは法律に基づいて自動運行装置には備えないとい

けないということにされておりますけれども、こちらで定めるべき項目、例えば自動運行

装置がオン・オフになった時刻ですとか、引継ぎを開始した時期といったようなものを記

録していただくとともに、今後６か月、若しくは２，５００回分記録できるようにという

ことを求めさせていただいております。 

 また、外向け表示ということでございまして、こちらについては基準というものではな

いんでございますけれども、２０１９年１月に取りまとめられた交通政策課の審議会にお

きましても、周囲の交通参加者の安全・安心確保のため、自動運転中であることの車外表

示は必要との提言がされておりまして、現在、国際基準の制定に向けて議論しておるとこ

ろでございますけれども、この国際基準が制定されるまでの当分の間、自動運転車の普及

を促進するということも目的といたしまして、一般に販売される自動運転車、いわゆるオ

ーナー・カーになりますけれども、自動運転車であることを示すステッカーを車体後部の

見やすい位置に貼付するということを、メーカーさんにお願いをさせていただいていると

いうことです。 

 あと二、三点でございますけれども、このタイミングで走行環境条件の付与手続につき

ましても定めさせていただきました。走行環境条件、これは道路条件ですとか地理条件で

すとか気象条件といったような条件になりますけれども、これは車両法に基づきまして大

臣が付与できるようなスキームとなっております。この付与するに必要な手続を定めさせ

ていただきます。 

 具体的には型式指定車につきましては大臣が付与することにしておりますし、無人移動

サービスに使うような車両につきましては地方運輸局長に権限を委任させていただきまし

て、地方運輸局において手続を進めるという手続を定めさせていただいております。 

 また、その他になりますが、１点目、まず現在、全国各地で無人移動サービスの実用化

に向けた実証実験が実施されてございますけれども、その実用化に際しまして基準緩和の
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認定制度を活用いただいてございます。実用化に際しましても基準緩和認定制度が活用で

きるように、今般、基準緩和の適用対象の範囲というのを拡大いたしました。また、本資

料に記載はございませんけれども、自動運行装置を備えた自動車には、ユーザーへの周知

徹底等を図るために、車検証の備考欄にその旨記載するようにしております。 

 以上、簡単ではございますけれども、今般整備した法令の内容でございます。 

○葛巻ＰＤ 平澤室長、どうもありがとうございました。 

 何か御質問とかありますでしょうか。 

○岩貞構成員 すみません、岩貞です。いいでしょうか。 

○葛巻ＰＤ はい、どうぞ。 

○岩貞構成員 すみません、今のステッカーなんですけれども、保安基準の中の３番とい

うことで記載がされているんですが、赤の３７ページ。ただ、文言のところには「メーカ

ーに要請」と書いてあるんですが、これは義務ではないということですか。ユーザーが嫌

だと言ったら貼らないでもいいんでしょうか。 

 以上です。 

○葛巻ＰＤ 平澤さん、お願いします。 

○平澤構成員 ありがとうございます。 

 保安基準の、すみません、ちょっと資料上あれですが、保安基準としては位置付けてご

ざいませんで、別途通達でメーカーさんにお願いをさせていただいております。メーカー

さんにはこういう趣旨を御説明して、その貼付に御協力いただきたいというふうに思って

います。 

 以上でございます。 

○岩貞構成員 ということは、貼らなくても違法ということにはならないということです

ね。 

○平澤構成員 車両法上はそうでございますけれども、大臣の会見でもこのステッカー、

公表させていただきましたけれども、趣旨をお伝えした上で貼付に御協力いただきたいと

いうふうに考えています。 

 以上でございます。 

○岩貞構成員 ありがとうございます。 

○葛巻ＰＤ よろしいでしょうか。 

 ほかよろしいですかね。どうもありがとうございます。 

 本日の議題、これで全て終了になりましたけれども、最後に、ＪＡＲＩの永井先生が今

回で最後で退任されるということですので、６年間非常にお世話になりました永井先生に

一言御挨拶を頂こうかなと思うんですけれども、永井先生、よろしいでしょうか。 

○永井構成員 そうですか。永井です。 

 実は６月でＪＡＲＩの所長としての任務を終えます。ただ、引き続き自動運転とか、そ

れが社会にどのように実装していくのか、そういうことに関して日本学術会議ではいろい
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ろ社会的課題について議論し続けておりまして、その中では技術開発とその技術を普及さ

せるという観点だけではなくて、情報発信を受け取った側の受け手側の受容性とか、交通

弱者が１，０００万人ぐらいいるんじゃないかということで、高齢者だけじゃなくて移動

に不自由を感じているような方、そういった方の声をいかに反映させていくような仕組み

を、今後やっていかなきゃいけないのかなと思っています。 

 セカンドフェーズのＳＩＰはサービスの拡張と普及ということなんですけれども、普及

はそんなに簡単にはできるとは思っておりませんで、１０年、２０年は混在交通がかなり

の期間続くだろうと、そういうときの安全性評価とかセーフティアシュアランスという、

メーカー、シーズ側のセーフティだけではなくて、ヒューマンファクターを含めた行動変

容を考慮したセーフティに関しては、長い期間の検討が必要かなと思っています。 

 途中ちょっといろいろ言いたかったこともあるんですけれども、日独連携、国際連携に

しても、枠組みはできてきたけれども、実を付けていくというのはこれからのフェーズに

なるかなと思っています。 

 標準化に関してはウェブ会議で日々ＪＡＲＩとしてもやっているわけですが、この辺、

地道な検討は、ＳＩＰと自工会とを含めたトータルな議論をやっていただければと思って

おります。 

 そういうことで６年間いろいろ長い期間携わってきましたが、ＳＩＰだけではなくて、

その周りの状況と連携しながらやっていただければ有り難いなと思っています。ちょっと

長くなりましたけれども、終わりにします。 

 以上です。 

○葛巻ＰＤ どうもありがとうございました。本当にいろいろお世話になりました。今後

も立場は変わりますけれども、引き続き御指導、御鞭撻よろしくお願いします。 

○永井構成員 はい、ありがとう。 

○葛巻ＰＤ どうもありがとうございます。 

 それでは、事務局の方に返したいと思います。最後にスケジュール等、御説明をよろし

くお願いします。事務局の方。 

○事務局 ありがとうございます。 

 事務局から簡単にですけれども、今後のスケジュールです。 

 一つ、ＳＩＰ全体の予定としましては大幅には変わらないということでして、一つ１１

月１７日にＳＩＰのシンポジウムというものが、渋谷のベルサールというところで予定さ

れております。基調講演は旭化成の吉野先生の方に頂くということで話を伺っております

ので、またこちらについては情報について後報したいと思います。 

 次回は９月２日を予定しておりまして、来年度の要望等の紹介等々を、若干今年度の感

じからすると早いかもしれませんけれども、予定をしております。 

 以上でございます。 

○葛巻ＰＤ それでは、これで第１０回の推進委員会を閉じたいと思います。 
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 どうも皆さん、ありがとうございました。失礼します。 

午前１１時３８分 閉会 

 


